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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）上位装置に通信可能に接続され、金融機関に口座を開設している顧客が操作して金
融取引を行う自動取引装置であって、
（ｂ）磁気データを記録する磁気ストライプを備えるカードを取り扱うカード取り扱い部
と、
（ｃ）磁気データを記録する磁気ストライプを備える通帳を取り扱う通帳取り扱い部とを
有し、
（ｄ）前記カード又は通帳の一方の磁気データに異常がある場合、他方の磁気データから
前記口座を特定し、前記異常がある磁気データとホストデータとを比較し、所定値以上の
データが同じであるときに、前記上位装置に記録された前記口座に関するホストデータに
基づいて、異常がある磁気データを再生することを特徴とする自動取引装置。
【請求項２】
（ａ）上位装置に通信可能に接続され、金融機関に口座を開設している顧客が操作して金
融取引を行う自動取引装置であって、
（ｂ）磁気データを記録する磁気ストライプ及びエンボスデータを記録するエンボス部を
備えるカードを取り扱うカード取り扱い部を有し、
（ｃ）前記カードの磁気データに異常がある場合、エンボスデータから前記口座を特定し
、前記異常がある磁気データとホストデータとを比較し、所定値以上のデータが同じであ
るときに、前記上位装置に記録された前記口座に関するホストデータに基づいて、異常が
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ある磁気データを再生することを特徴とする自動取引装置。
【請求項３】
（ａ）上位装置に通信可能に接続され、金融機関に口座を開設している顧客が操作して金
融取引を行う自動取引装置であって、
（ｂ）磁気データを記録する磁気ストライプ及び電子データを記録するＩＣを備えるカー
ドを取り扱うカード取り扱い部を有し、
（ｃ）前記カードの磁気データに異常がある場合、電子データから前記口座を特定し、前
記異常がある磁気データとホストデータとを比較し、所定値以上のデータが同じであると
きに、前記上位装置に記録された前記口座に関するホストデータに基づいて、異常がある
磁気データを再生することを特徴とする自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動取引装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、銀行、信用金庫、郵便局等の金融機関においては、顧客が前記金融機関に口座を
開設し、該口座に関する入金、出金、振り替え、振り込み、残高照会等の各種金融取引を
行うようになっている。そして、顧客は、金融機関の支店等に配設されたＡＴＭ（Ａｕｔ
ｏｍａｔｉｃ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ：現金自動預払機）、ＣＤ（Ｃａｓｈ　Ｄ
ｉｓｐｅｎｓｅｒ：現金自動支払機）等の現金自動取引装置を操作することによって前記
金融取引を行うことができるようになっている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　この場合、前記顧客は、本人を認証する手段としてキャッシュカード等のカードや通帳
を使用し、本人であることを認証するための認証データとして暗証番号を入力することに
よって、現金を出し入れしている。ここで、前記カードや通帳には、顧客の口座番号、金
融機関の支店番号等が磁気データとして記録された磁気ストライプ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　
Ｓｔｒｉｐｅ：ＭＳ）が貼（ちょう）付されている。そして、前記カードや通帳を現金自
動取引装置のカードスロットや通帳スロットに挿入すると、磁気ヘッド等の記録ヘッドに
よって、磁気ストライプに記録された情報が読み取られる。
【特許文献１】特開平５－６１８９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記従来の自動取引装置においては、カードや通帳の磁気ストライプに
記録された磁気データが、ハンドバックの磁石、携帯電話機のスピーカ部の磁石等の影響
によって消磁されたり、減磁されたりした場合、顧客は前記カードや通帳を使用して金融
取引を行うことができなくなってしまう。もっとも、このような場合、前記顧客は金融機
関の支店の窓口に前記カードや通帳を持って行き、磁気データの磁気ストライプへの書き
込み直しを依頼したり、カードや通帳の再発行を依頼することができる。すると、前記窓
口においては、人手によって前記顧客の口座を特定し、勘定系のホストコンピュータ等の
上位装置に記録されたデータを磁気ストライプへ書き込み直したり、カードや通帳を再発
行したりする。しかし、前記顧客は、窓口にまで出向いて磁気データの磁気ストライプへ
の書き込み直しを依頼したり、カードや通帳の再発行を依頼したりしなければならず、煩
わしく感じてしまう。また、自動取引装置が金融機関の出張所やキャッシュコーナのよう
な窓口が設置されていない場所に配設されている場合には、前記顧客は前記自動取引装置
を操作して金融取引を行うことができなくなってしまう。　
【０００５】
  本発明は、前記従来の自動取引装置の問題点を解決して、磁気ストライプに記録された
磁気データに異常がある場合、正常なデータに基づいて顧客の口座を特定し、金融取引を
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行うことができるとともに、正常なデータに基づいて磁気ストライプに記録された磁気デ
ータを再生するようにして、カードや通帳の磁気ストライプに記録された磁気データが消
磁されたり、減磁されたりした場合であっても、前記カードや通帳を使用して金融取引を
行うことができる自動取引装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そのために、本発明の自動取引装置においては、上位装置に通信可能に接続され、金融
機関に口座を開設している顧客が操作して金融取引を行う自動取引装置であって、磁気デ
ータを記録する磁気ストライプを備えるカードを取り扱うカード取り扱い部と、磁気デー
タを記録する磁気ストライプを備える通帳を取り扱う通帳取り扱い部とを有し、前記カー
ド又は通帳の一方の磁気データに異常がある場合、他方の磁気データから前記口座を特定
し、前記異常がある磁気データとホストデータとを比較し、所定値以上のデータが同じで
あるときに、前記上位装置に記録された前記口座に関するホストデータに基づいて、異常
がある磁気データを再生する。
【０００８】
　本発明の他の自動取引装置においては、上位装置に通信可能に接続され、金融機関に口
座を開設している顧客が操作して金融取引を行う自動取引装置であって、磁気データを記
録する磁気ストライプ及びエンボスデータを記録するエンボス部を備えるカードを取り扱
うカード取り扱い部を有し、前記カードの磁気データに異常がある場合、エンボスデータ
から前記口座を特定し、前記異常がある磁気データとホストデータとを比較し、所定値以
上のデータが同じであるときに、前記上位装置に記録された前記口座に関するホストデー
タに基づいて、異常がある磁気データを再生する。
【００１０】
　本発明の更に他の自動取引装置においては、上位装置に通信可能に接続され、金融機関
に口座を開設している顧客が操作して金融取引を行う自動取引装置であって、磁気データ
を記録する磁気ストライプ及び電子データを記録するＩＣを備えるカードを取り扱うカー
ド取り扱い部を有し、前記カードの磁気データに異常がある場合、電子データから前記口
座を特定し、前記異常がある磁気データとホストデータとを比較し、所定値以上のデータ
が同じであるときに、前記上位装置に記録された前記口座に関するホストデータに基づい
て、異常がある磁気データを再生する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、自動取引装置は、磁気ストライプに記録された磁気データに異常があ
る場合、正常なデータに基づいて顧客の口座を特定し、金融取引を行うことができるとと
もに、正常なデータに基づいて磁気ストライプに記録された磁気データを再生するように
なっている。
【００１３】
　これにより、カードや通帳の磁気ストライプに記録された磁気データが消磁されたり、
減磁されたりした場合であっても、前記カードや通帳を使用して金融取引を行うことがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１５】
　図１は本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の斜視図である。
【００１６】
　図において、１１は、銀行、信用金庫、郵便局等の金融機関の支店等に配設されたＡＴ
Ｍ、ＣＤ等の自動取引装置であり、前記金融機関の顧客が自分で操作して入金、出金、通
帳記帳、残高照会、振り込み、振り替え、送金、定期性預金設定等の金融サービスを利用
するための装置である。なお、前記自動取引装置１１は、コンビニエンスストア、スーパ
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ーマーケット、デパート等の商店の店舗、地下街、駅の構内、市役所、病院等の公共施設
、工場、事務所等の私企業、駐車場、道路脇（わき）等の屋外等に配設されていてもよい
。また、前記自動取引装置１１は、他の機能、例えば、チケット予約機能、商品購入申し
込み機能、クレジットカードの与信確認機能、施設情報案内機能等を有するキオスク（Ｋ
ＩＯＳＫ）端末のような多機能端末であってもよい。なお、前記顧客は、金融機関に自己
の口座を開設し、前記金融サービスを利用する者であり、一般的には個人であるが、企業
、団体等であってもよい。
【００１７】
　そして、前記自動取引装置１１は、キーボード、タッチパネル、押しボタン等の入力装
置、ＣＲＴ、液晶ディスプレイ、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）
ディスプレイ等の表示装置等を備える顧客操作部を有する。なお、該顧客操作部は、入力
装置と表示装置との機能を兼ね備えるタッチパネルであることが望ましい。さらに、前記
顧客操作部は、音声ガイダンス等を出力するためのスピーカ等の音声出力装置を備える。
【００１８】
　また、前記自動取引装置１１は、キャッシュカード等の媒体としてのカードを取り扱う
カード取り扱い部１２を有する。ここで、前記カードは、金融機関が顧客に対して発行し
た入金、出金、振り込み、残高照会等の金融取引を行うためのカードであり、顧客の氏名
、口座番号、暗証番号等の情報を磁気データとして記録する磁気ストライプを備える。な
お、前記情報の少なくとも一部は、カードの表面においてエンボス加工が施されたエンボ
ス部にエンボスデータとしても記録されている。また、前記カードは、ＩＣを備えるＩＣ
カードであってもよく、この場合、前記情報の少なくとも一部は、ＩＣに電子データとし
ても記録されている。
【００１９】
　そして、前記カード取り扱い部１２は、カードが挿入されるカードスロットを備え、該
カードスロット内には、図示されないカードを搬送する搬送装置、及び、カードの磁気ス
トライプに記録された磁気データの読み取り、上書き、消去等を行うための磁気ヘッド等
の記録ヘッドが配設される。また、前記エンボス部に記録されたエンボスデータを読み取
るエンボス読み取り装置、ＩＣに記録された電子データを読み取るＩＣ読み取り装置も配
設される。すなわち、カード取り扱い部１２はカード上の磁気ストライプに記録された磁
気データの読み書き及びエンボスデータの読み取り等を行うユニットとしてのＣＲＰであ
る。なお、前記カード取り扱い部１２は他の金融機関の発行したキャッシュカードやクレ
ジットカード、デビットカード等の他の種類のカードも取り扱えることが望ましい。
【００２０】
　さらに、前記カード取り扱い部１２は取引明細票を発行する機能を備える。該取引明細
票は、入金、出金、通帳記帳、残高照会、振り込み、振り替え、送金、定期性預金設定等
の顧客が行った金融取引に関する情報が印刷される紙片であり、口座番号、金融取引の種
類、取引金額等が印刷される。なお、前記取引明細票は、顧客が希望したときだけに発行
されるようにしてもよい。
【００２１】
　そして、前記自動取引装置１１は、預金通帳等の媒体としての通帳に記帳する通帳取り
扱い部としての通帳記帳部１３を有する。ここで、前記通帳は、金融機関が顧客に対して
発行した預金通帳等の冊子状の通帳であり、入金、出金、振り込み、振り替え、送金、定
期性預金設定等の金融取引の記録が印刷されるものである。なお、前記通帳の表紙又は裏
表紙には、顧客の氏名、口座番号、暗証番号等の情報を格納する磁気ストライプを備える
。
【００２２】
　また、前記通帳記帳部１３は、通帳が挿入される通帳スロットを備え、該通帳スロット
内には、図示されない通帳を搬送する搬送装置、通帳に前記金融取引の記録を印刷する印
字ヘッド、及び、通帳の磁気ストライプに記録された磁気データの読み取り、上書き、消
去等を行うための磁気ヘッド等の記録ヘッドが配設される。すなわち、前記通帳記帳部１
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３は、通帳上の磁気ストライプに記録された磁気データの読み書きや通帳に記帳を行うＰ
ＢＰＲである。
【００２３】
　そして、前記自動取引装置１１は、紙幣又は硬貨を取り扱う貨幣入出金部を有する。該
貨幣入出金部は、入金等の金融取引において顧客が入金した現金を受け取りカウントする
とともに、出金等の金融取引において所定金額の紙幣又は硬貨を貨幣受け取り口から払い
出す。なお、該貨幣受け取り口にはシャッタが配設され、該シャッタは、紙幣又は硬貨を
払い出すときに開くようになっている。
【００２４】
　さらに、前記自動取引装置１１は、プログラムに従って動作を行う一種のコンピュータ
であり、図示されない制御部を有する。該制御部は、ＣＰＵ、ＭＰＵ等の演算手段、半導
体メモリ、磁気ディスク等の記憶手段、通信インターフェイス等を備え、前記自動取引装
置１１の動作を統括的に制御する。
【００２５】
　そして、該自動取引装置１１は、図示されないネットワークを介して金融機関のコンピ
ュータセンタ等に配設された勘定系上位装置としてのホストコンピュータと通信可能に接
続されている。なお、前記ネットワークは、有線又は無線の公衆通信回線網、専用通信回
線網、イントラネット、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗ
ｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＶＰＮ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）、衛星通信回線網等いかなる通信回線網であってもよく、これらを適宜組み
合わせたものであってもよい。
【００２６】
　次に、前記構成の自動取引装置１１の動作について説明する。
【００２７】
　まず、カードを使用する必要がある金融取引であるカード要取引が行われる場合の動作
について説明する。
【００２８】
　図２は本発明の第１の実施の形態におけるカード要取引時の動作を示すフローチャート
である。
【００２９】
　まず、顧客が自動取引装置１１の顧客操作部に表示された顧客操作画面を操作して、カ
ード要取引である金融取引が選択され、カードがカード取り扱い部１２のカードスロット
に挿入される。続いて、前記自動取引装置１１は、カード上の磁気ストライプに記録され
た磁気データを読み取って口座を特定することができるか否かを判断する。そして、口座
を特定することができる場合、顧客が顧客操作部を操作し暗証番号を入力して個人認証を
行う。続いて、前記自動取引装置１１は通帳取引があるか否か、すなわち、通帳に記帳を
行うために通帳記帳部１３の通帳スロットに通帳が挿入されたか否かを判断する。そして
、通帳取引がない、すなわち、通帳スロットに通帳が挿入されていない場合、前記自動取
引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融取引を実行して、処理を正
常に終了する。
【００３０】
　また、通帳取引がある場合、前記自動取引装置１１は通帳上の磁気ストライプに記録さ
れた磁気データを読み取ることができるか否かを判断する。そして、磁気データを読み取
ることができる場合、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択され
た金融取引を実行して、処理を正常に終了する。また、通帳上の磁気データを読み取るこ
とができない場合、前記自動取引装置１１は、カード上の磁気ストライプに記録された磁
気データを読み取ることによって特定した口座のホストデータに基づいて、通帳上の磁気
ストライプに磁気データの書き込みを行い、前記通帳上の磁気ストライプに記録された磁
気データを再生する。なお、前記ホストデータは、ホストコンピュータに記録された前記
口座に関する情報である。続いて、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によ
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って選択された金融取引を実行して、処理を正常に終了する。
【００３１】
　一方、カード上の磁気ストライプに記録された磁気データを読み取って口座を特定する
ことができるか否かを判断して、口座を特定することができない場合、前記自動取引装置
１１は、顧客操作部に表示された顧客操作画面に、顧客に対して通帳の挿入を促す通帳挿
入誘導画面を表示させるとともに、顧客操作部の音声出力装置から、音声ガイダンスとし
て、顧客に対して通帳の挿入を促す通帳挿入誘導ガイダンスを出力する。その後、通帳記
帳部１３の通帳スロットに通帳が挿入されたか否かを判断する。そして、通帳が挿入され
ない場合、前記自動取引装置１１は、カード上の磁気ストライプに記録された磁気データ
にエラーがあるとして、カード取り扱い部１２のカードスロットからカードを返却し、処
理を終了する。
【００３２】
　また、通帳が挿入された場合、前記自動取引装置１１は、前記通帳上の磁気ストライプ
に記録された磁気データを読み取って口座を特定する。続いて、顧客が顧客操作部を操作
し暗証番号を入力して個人認証を行う。そして、前記自動取引装置１１は、通帳上の磁気
ストライプに記録された磁気データを読み取ることによって特定した口座のホストデータ
に基づいて、カード上の磁気ストライプに磁気データの書き込みを行い、前記カード上の
磁気ストライプに記録された磁気データを再生する。続いて、前記自動取引装置１１は、
取引処理を行い、顧客によって選択された金融取引を実行して、処理を正常に終了する。
【００３３】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ１　顧客はカード要取引である金融取引を選択する。
ステップＳ２　カードを挿入する。
ステップＳ３　カードの磁気データを読み取って口座を特定することができるか否かを判
断する。カードの磁気データを読み取って口座を特定することができる場合はステップＳ
４に進み、カードの磁気データを読み取って口座を特定することができない場合はステッ
プＳ８に進む。
ステップＳ４　暗証番号を入力する。
ステップＳ５　通帳取引があるか否かを判断する。通帳取引がある場合はステップＳ６に
進み、通帳取引がない場合はステップＳ１２に進む。
ステップＳ６　通帳の磁気データを読み取ることができるか否かを判断する。通帳の磁気
データを読み取ることができる場合はステップＳ１２に進み、通帳の磁気データを読み取
ることができない場合はステップＳ７に進む。
ステップＳ７　カードの磁気データから特定した口座のホストデータに基づいて、通帳の
磁気データに書き込みを行う。
ステップＳ８　通帳が挿入されたか否かを判断する。通帳が挿入されていない場合はエラ
ーであるとして処理を終了し、通帳が挿入された場合はステップＳ９に進む。
ステップＳ９　通帳の磁気データから口座を特定する。
ステップＳ１０　暗証番号を入力する。
ステップＳ１１　通帳の磁気データから特定した口座のホストデータに基づいて、カード
の磁気データに書き込みを行う。
ステップＳ１２　取引処理を行い、処理を正常に終了する。
【００３４】
　次に、カードを使用する必要がない金融取引であるカード不要取引が行われる場合の動
作について説明する。
【００３５】
　図３は本発明の第１の実施の形態におけるカード不要取引時の動作を示すフローチャー
トである。
【００３６】
　まず、顧客が自動取引装置１１の顧客操作部に表示された顧客操作画面を操作して、カ
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ード不要取引である金融取引が選択され、通帳が通帳記帳部１３の通帳スロットに挿入さ
れる。続いて、前記自動取引装置１１は、通帳上の磁気ストライプに記録された磁気デー
タを読み取って口座を特定することができるか否かを判断する。そして、口座を特定する
ことができる場合、前記自動取引装置１１は暗証番号の入力が必要であるか否かを判断す
る。なお、暗証番号の入力が必要であるか否かは、顧客によって選択された金融取引の種
類によってあらかじめ定められている。そして、暗証番号の入力が必要でない場合、前記
自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融取引を実行して、処
理を正常に終了する。
【００３７】
　また、暗証番号の入力が必要である場合、顧客が顧客操作部を操作し暗証番号を入力し
て個人認証を行う。続いて、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選
択された金融取引を実行して、処理を正常に終了する。
【００３８】
　一方、通帳上の磁気ストライプに記録された磁気データを読み取って口座を特定するこ
とができるか否かを判断して、口座を特定することができない場合、前記自動取引装置１
１は、顧客操作部に表示された顧客操作画面に顧客に対してカードの挿入を促すカード挿
入誘導画面を表示させるとともに、顧客操作部の音声出力装置から、音声ガイダンスとし
て、顧客に対してカードの挿入を促すカード挿入誘導ガイダンスを出力して、カード挿入
誘導を行う。続いて、カード取り扱い部１２のカードスロットにカードが挿入されたか否
かを判断する。そして、カードが挿入されない場合、前記自動取引装置１１は、通帳上の
磁気ストライプに記録された磁気データにエラーがあるとして、通帳記帳部１３の通帳ス
ロットから通帳を返却し、処理を終了する。
【００３９】
　また、カードが挿入された場合、前記自動取引装置１１は、前記カード上の磁気ストラ
イプに記録された磁気データを読み取って口座を特定する。続いて、顧客が顧客操作部を
操作し暗証番号を入力して個人認証を行う。そして、前記自動取引装置１１は、カード上
の磁気ストライプに記録された磁気データを読み取ることによって特定した口座のホスト
データに基づいて、通帳上の磁気ストライプに磁気データの書き込みを行い、前記通帳上
の磁気ストライプに記録された磁気データを再生する。続いて、前記自動取引装置１１は
、取引処理を行い、顧客によって選択された金融取引を実行して、処理を正常に終了する
。
【００４０】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ２１　顧客はカード不要取引である金融取引を選択する。
ステップＳ２２　通帳を挿入する。
ステップＳ２３　通帳の磁気データを読み取って口座を特定することができるか否かを判
断する。通帳の磁気データを読み取って口座を特定することができる場合はステップＳ２
４に進み、通帳の磁気データを読み取って口座を特定することができない場合はステップ
Ｓ２６に進む。
ステップＳ２４　暗証番号の入力が必要であるか否かを判断する。暗証番号の入力が必要
である場合はステップＳ２５に進み、暗証番号の入力が必要でない場合はステップＳ３１
に進む。
ステップＳ２５　暗証番号を入力する。
ステップＳ２６　カードの挿入を誘導する。
ステップＳ２７　カードが挿入されたか否かを判断する。カードが挿入されていない場合
はエラーであるとして処理を終了し、カードが挿入された場合はステップＳ２８に進む。
ステップＳ２８　カードの磁気データを読み取って口座を特定する。
ステップＳ２９　暗証番号を入力する。
ステップＳ３０　カードの磁気データから特定した口座のホストデータに基づいて通帳の
磁気データに書き込みを行う。
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ステップＳ３１　取引処理を行い、処理を正常に終了する。
【００４１】
　このように、本実施の形態においては、カード上の磁気ストライプに記録された磁気デ
ータ又は通帳上の磁気ストライプに記録された磁気データの一方に異常がある場合、他方
の磁気ストライプに記録された磁気データを読み取ることによって口座を特定することに
より、金融取引を実行して処理を正常に終了させることができる。また、正常な磁気デー
タから特定した口座のホストデータに基づいて、異常である磁気データを再生することに
よって、次回の金融取引までにカードや通帳の磁気ストライプに記録された磁気データが
消磁されたり、減磁されたりしなければ、カードや通帳の磁気ストライプに記録された磁
気データによって、通常に金融取引を実行することができる。
【００４２】
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。なお、第１の実施の形態と同じ構
造を有するものについては、同じ符号を付与することによってその説明を省略する。また
、前記第１の実施の形態と同じ動作及び同じ効果についても、その説明を省略する。
【００４３】
　図４は本発明の第２の実施の形態におけるカード要取引時の動作を示す第１のフローチ
ャート、図５は本発明の第２の実施の形態におけるカード要取引時の動作を示す第２のフ
ローチャートである。
【００４４】
　まず、カードを使用する必要がある金融取引であるカード要取引の場合の動作について
説明する。なお、本実施の形態における自動取引装置１１の構成については、前記第１の
実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００４５】
　この場合、顧客が自動取引装置１１の顧客操作部に表示された顧客操作画面を操作して
、カード要取引である金融取引が選択され、カードがカード取り扱い部１２のカードスロ
ットに挿入される。続いて、前記自動取引装置１１は、カード上の磁気ストライプに記録
された磁気データを読み取って口座を特定することができるか否かを判断する。そして、
口座を特定することができる場合、顧客が顧客操作部を操作し暗証番号を入力して個人認
証を行う。続いて、前記自動取引装置１１は通帳取引があるか否か、すなわち、通帳に記
帳を行うために通帳記帳部１３の通帳スロットに通帳が挿入されたか否かを判断する。そ
して、通帳取引がない、すなわち、通帳スロットに通帳が挿入されていない場合、前記自
動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融取引を実行して、処理
を正常に終了する。
【００４６】
　また、通帳取引がある場合、前記自動取引装置１１は通帳上の磁気ストライプに記録さ
れた磁気データを読み取ることができるか否かを判断する。そして、磁気データを読み取
ることができる場合、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択され
た金融取引を実行して、処理を正常に終了する。また、磁気データを読み取ることができ
ない場合、前記自動取引装置１１は、前記通帳上の磁気ストライプに残データがあるか否
か、すなわち、読み取り可能な磁気データが残っているか否かを判断する。そして、残デ
ータがない場合には、口座の特定及び個人認証が行われているので、前記自動取引装置１
１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融取引を実行して、処理を正常に終了
する。また、残データがある場合、前記自動取引装置１１は、通帳上の磁気ストライプの
残データとホストデータとを比較して、同じデータがｎビット以上あるか否か、すなわち
、所定値以上であるか否かを判断する。なお、前記ｎは自然数であり、任意に設定するこ
とができる。
【００４７】
　そして、ｎビット以上でない場合には、口座の特定及び個人認証が行われているので、
前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融取引を実行して
、処理を正常に終了する。また、ｎビット以上である場合、前記自動取引装置１１は、前
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記通帳がカード上の磁気ストライプに記録された磁気データを読み取ることによって特定
した口座に該当する通帳であると判断し、カード上の磁気ストライプに記録された磁気デ
ータを読み取ることによって特定した口座のホストデータに基づいて、通帳上の磁気スト
ライプに磁気データの書き込みを行い、前記通帳上の磁気ストライプに記録された磁気デ
ータを再生する。続いて、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択
された金融取引を実行して、処理を正常に終了する。
【００４８】
　一方、カード上の磁気ストライプに記録された磁気データを読み取って口座を特定する
ことができるか否かを判断して、口座を特定することができない場合、前記自動取引装置
１１は、顧客操作部に表示された顧客操作画面に顧客に対して通帳の挿入を促す通帳挿入
誘導画面を表示させるとともに、顧客操作部の音声出力装置から、音声ガイダンスとして
、顧客に対して通帳の挿入を促す通帳挿入誘導ガイダンスを出力する。その後、通帳記帳
部１３の通帳スロットに通帳が挿入されたか否かを判断する。そして、通帳が挿入されな
い場合、前記自動取引装置１１は、カード上の磁気ストライプに記録された磁気データに
エラーがあるとして、カード取り扱い部１２のカードスロットからカードを返却し、処理
を終了する。
【００４９】
　また、通帳が挿入された場合、前記自動取引装置１１は、前記通帳上の磁気ストライプ
に記録された磁気データを読み取って口座を特定する。続いて、顧客が顧客操作部を操作
し暗証番号を入力して個人認証を行う。続いて、前記自動取引装置１１は、カード上の磁
気ストライプに残データがあるか否か、すなわち、読み取り可能な磁気データが残ってい
るか否かを判断する。そして、残データがない場合には、口座の特定及び個人認証が行わ
れているので、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融
取引を実行して、処理を正常に終了する。また、残データがある場合、前記自動取引装置
１１は、カード上の磁気ストライプに残データとホストデータとを比較して、同じデータ
がｎビット以上あるか否か、すなわち、所定値以上であるか否かを判断する。
【００５０】
　そして、ｎビット以上でない場合には、口座の特定及び個人認証が行われているので、
前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融取引を実行して
、処理を正常に終了する。また、ｎビット以上である場合、前記自動取引装置１１は、前
記カードが通帳上の磁気ストライプに記録された磁気データを読み取ることによって特定
した口座に該当するカードであると判断し、通帳上の磁気ストライプに記録された磁気デ
ータを読み取ることによって特定した口座のホストデータに基づいて、カード上の磁気ス
トライプに磁気データの書き込みを行い、前記カード上の磁気ストライプに記録された磁
気データを再生する。続いて、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって
選択された金融取引を実行して、処理を正常に終了する。
【００５１】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ４１　顧客はカード要取引である金融取引を選択する。
ステップＳ４２　カードを挿入する。
ステップＳ４３　カードの磁気データを読み取って口座を特定することができるか否かを
判断する。カードの磁気データを読み取って口座を特定することができる場合はステップ
Ｓ４４に進み、カードの磁気データを読み取って口座を特定することができない場合はス
テップＳ５０に進む。
ステップＳ４４　暗証番号を入力する。
ステップＳ４５　通帳取引があるか否かを判断する。通帳取引がある場合はステップＳ４
６に進み、通帳取引がない場合はステップＳ５６に進む。
ステップＳ４６　通帳の磁気データを読み取ることができるか否かを判断する。通帳の磁
気データを読み取ることができる場合はステップＳ５６に進み、通帳の磁気データを読み
取ることができない場合はステップＳ４７に進む。
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ステップＳ４７　通帳の磁気ストライプに残データがあるか否かを判断する。通帳の磁気
ストライプに残データがある場合はステップＳ４８に進み、通帳の磁気ストライプに残デ
ータがない場合はステップＳ５６に進む。
ステップＳ４８　同じデータがｎビット以上あるか否かを判断する。同じデータがｎビッ
ト以上ある場合はステップＳ４９に進み、同じデータがｎビット以上ない場合はステップ
Ｓ５６に進む。
ステップＳ４９　カードの磁気データから特定した口座のホストデータに基づいて、通帳
の磁気データに書き込みを行う。
ステップＳ５０　通帳が挿入されたか否かを判断する。通帳が挿入されていない場合はエ
ラーであるとして処理を終了し、通帳が挿入された場合はステップＳ５１に進む。
ステップＳ５１　通帳の磁気データから口座を特定する。
ステップＳ５２　暗証番号を入力する。
ステップＳ５３　カードの磁気ストライプに残データがあるか否かを判断する。カードの
磁気ストライプに残データがある場合はステップＳ５４に進み、カードの磁気ストライプ
に残データがない場合はステップＳ５６に進む。
ステップＳ５４　同じデータがｎビット以上あるか否かを判断する。同じデータがｎビッ
ト以上ある場合はステップＳ５５に進み、同じデータがｎビット以上ない場合はステップ
Ｓ５６に進む。
ステップＳ５５　通帳の磁気データから特定した口座のホストデータに基づいて、カード
の磁気データに書き込みを行う。
ステップＳ５６　取引処理を行い、処理を正常に終了する。
【００５２】
　次に、カードを使用する必要がない金融取引であるカード不要取引が行われる場合の動
作について説明する。
【００５３】
　図６は本発明の第２の実施の形態におけるカード不要取引時の動作を示すフローチャー
トである。
【００５４】
　まず、顧客が自動取引装置１１の顧客操作部に表示された顧客操作画面を操作して、カ
ード不要取引である金融取引が選択され、通帳が通帳記帳部１３の通帳スロットに挿入さ
れる。続いて、前記自動取引装置１１は、通帳上の磁気ストライプに記録された磁気デー
タを読み取って口座を特定することができるか否かを判断する。そして、口座を特定する
ことができる場合、前記自動取引装置１１は暗証番号の入力が必要であるか否かを判断す
る。なお、暗証番号の入力が必要であるか否かは、顧客によって選択された金融取引の種
類によってあらかじめ定められている。そして、暗証番号の入力が必要でない場合、前記
自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融取引を実行して、処
理を正常に終了する。
【００５５】
　また、暗証番号の入力が必要である場合、顧客が顧客操作部を操作し暗証番号を入力し
て個人認証を行う。続いて、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選
択された金融取引を実行して、処理を正常に終了する。
【００５６】
　一方、通帳上の磁気ストライプに記録された磁気データを読み取って口座を特定するこ
とができるか否かを判断して、口座を特定することができない場合、前記自動取引装置１
１は、顧客操作部に表示された顧客操作画面に顧客に対してカードの挿入を促すカード挿
入誘導画面を表示させるとともに、顧客操作部の音声出力装置から、音声ガイダンスとし
て、顧客に対してカードの挿入を促すカード挿入誘導ガイダンスを出力して、カード挿入
誘導を行う。続いて、カード取り扱い部１２のカードスロットにカードが挿入されたか否
かを判断する。そして、カードが挿入されない場合、前記自動取引装置１１は、通帳上の
磁気ストライプに記録された磁気データにエラーがあるとして、通帳記帳部１３の通帳ス
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ロットから通帳を返却し、処理を終了する。
【００５７】
　また、カードが挿入された場合、前記自動取引装置１１は、前記カード上の磁気ストラ
イプに記録された磁気データを読み取って口座を特定する。続いて、顧客が顧客操作部を
操作し暗証番号を入力して個人認証を行う。続いて、前記自動取引装置１１は、通帳上の
磁気ストライプに残データがあるか否か、すなわち、読み取り可能な磁気データが残って
いるか否かを判断する。そして、残データがない場合には、口座の特定及び個人認証が行
われているので、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金
融取引を実行して、処理を正常に終了する。また、残データがある場合、前記自動取引装
置１１は、通帳上の磁気ストライプの残データとホストデータとを比較して、同じデータ
がｎビット以上あるか否か、すなわち、所定値以上であるか否かを判断する。
【００５８】
　そして、ｎビット以上でない場合には、口座の特定及び個人認証が行われているので、
前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融取引を実行して
、処理を正常に終了する。また、ｎビット以上である場合、前記自動取引装置１１は、前
記通帳がカード上の磁気ストライプに記録された磁気データを読み取ることによって特定
した口座に該当する通帳であると判断し、カード上の磁気ストライプに記録された磁気デ
ータを読み取ることによって特定した口座のホストデータに基づいて、通帳上の磁気スト
ライプに磁気データの書き込みを行い、前記通帳上の磁気ストライプに記録された磁気デ
ータを再生する。続いて、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択
された金融取引を実行して、処理を正常に終了する。
【００５９】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ６１　顧客はカード不要取引である金融取引を選択する。
ステップＳ６２　通帳を挿入する。
ステップＳ６３　通帳の磁気データを読み取って口座を特定することができるか否かを判
断する。通帳の磁気データを読み取って口座を特定することができる場合はステップＳ６
４に進み、通帳の磁気データを読み取って口座を特定することができない場合はステップ
Ｓ６６に進む。
ステップＳ６４　暗証番号の入力が必要であるか否かを判断する。暗証番号の入力が必要
である場合はステップＳ６５に進み、暗証番号の入力が必要でない場合はステップＳ７３
に進む。
ステップＳ６５　暗証番号を入力する。
ステップＳ６６　カードの挿入を誘導する。
ステップＳ６７　カードが挿入されたか否かを判断する。カードが挿入されていない場合
はエラーであるとして処理を終了し、カードが挿入された場合はステップＳ６８に進む。
ステップＳ６８　カードの磁気データから口座を特定する。
ステップＳ６９　暗証番号を入力する。
ステップＳ７０　通帳の磁気ストライプに残データがあるか否かを判断する。通帳の磁気
ストライプに残データがある場合はステップＳ７１に進み、通帳の磁気ストライプに残デ
ータがない場合はステップＳ７３に進む。
ステップＳ７１　同じデータがｎビット以上あるか否かを判断する。同じデータがｎビッ
ト以上ある場合はステップＳ７２に進み、同じデータがｎビット以上ない場合はステップ
Ｓ７３に進む。
ステップＳ７２　カードの磁気データから特定した口座のホストデータに基づいて、通帳
の磁気データに書き込みを行う。
ステップＳ７３　取引処理を行い、処理を正常に終了する。
【００６０】
　このように、本実施の形態においては、カード上の磁気ストライプに記録された磁気デ
ータ又は通帳上の磁気ストライプに記録された磁気データを再生する場合、磁気ストライ
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プの残データとホストデータとを比較して、同じデータが所定値以上あるときに再生する
ようになっている。そのため、特定された口座に該当するカード又は通帳の磁気データの
みが再生されるので、カード又は通帳が複数作成されることを防止することができ、セキ
ュリティを向上させることができる。
【００６１】
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。なお、第１及び第２の実施の形態
と同じ構造を有するものについては、同じ符号を付与することによってその説明を省略す
る。また、前記第１及び第２の実施の形態と同じ動作及び同じ効果についても、その説明
を省略する。なお、本実施の形態における自動取引装置１１の構成については、前記第１
の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００６２】
　図７は本発明の第３の実施の形態における自動取引装置の動作を示すフローチャートで
ある。
【００６３】
　まず、顧客が自動取引装置１１の顧客操作部に表示された顧客操作画面を操作して、カ
ード要取引である金融取引が選択され、カードがカード取り扱い部１２のカードスロット
に挿入される。続いて、前記自動取引装置１１は、カード上の磁気ストライプに記録され
た磁気データを読み取って口座を特定することができるか否かを判断する。そして、口座
を特定することができる場合、顧客が顧客操作部を操作し暗証番号を入力して個人認証を
行う。続いて、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融
取引を実行して、処理を正常に終了する。
【００６４】
　また、口座を特定することができない場合、前記自動取引装置１１は、カードのエンボ
ス部に記録された情報としてのエンボスデータを読み取る。そして、前記自動取引装置１
１は、読み取ったエンボスデータから口座を特定することができるか否かを判断して、口
座を特定することができない場合、カード上の磁気ストライプに記録された磁気データに
エラーがあるとして、カード取り扱い部１２のカードスロットからカードを返却し、処理
を終了する。また、口座を特定することができる場合、顧客が顧客操作部を操作し暗証番
号を入力して個人認証を行う。そして、前記自動取引装置１１は、エンボスデータを読み
取ることによって特定した口座のホストデータに基づいて、カード上の磁気ストライプに
磁気データの書き込みを行い、前記カード上の磁気ストライプに記録された磁気データを
再生する。続いて、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された
金融取引を実行して、処理を正常に終了する。
【００６５】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ８１　顧客はカード要取引である金融取引を選択する。
ステップＳ８２　カードを挿入する。
ステップＳ８３　カードの磁気データを読み取って口座を特定することができるか否かを
判断する。カードの磁気データを読み取って口座を特定することができる場合はステップ
Ｓ８４に進み、カードの磁気データを読み取って口座を特定することができない場合はス
テップＳ８５に進む。
ステップＳ８４　暗証番号を入力する。
ステップＳ８５　カードのエンボス部に記録されたエンボスデータを読み取る。
ステップＳ８６　読み取ったエンボスデータから口座を特定することができるか否かを判
断する。口座を特定することができない場合はエラーであるとして処理を終了し、口座を
特定することができる場合はステップＳ８７に進む。
ステップＳ８７　暗証番号を入力する。
ステップＳ８８　エンボスデータから特定した口座のホストデータに基づいて、カードの
磁気データに書き込みを行う。
ステップＳ８９　取引処理を行い、処理を正常に終了する。
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【００６６】
　このように、本実施の形態においては、カード上の磁気ストライプに記録された磁気デ
ータに異常がある場合、カードのエンボスデータを読み取ることによって口座を特定する
ことにより、金融取引を実行して処理を正常に終了させることができる。また、エンボス
データから特定した口座のホストデータに基づいて、異常である磁気データを再生するこ
とによって、次回の金融取引までにカードの磁気ストライプに記録された磁気データが消
磁されたり、減磁されたりしなければ、カードの磁気ストライプに記録された磁気データ
によって、通常に金融取引を実行することができる。
【００６７】
　なお、カードが電子データを記録するＩＣを備える場合には、エンボスデータに代えて
、ＩＣに記録された電子データを使用することもできる。
【００６８】
　次に、本発明の第４の実施の形態について説明する。なお、第１～第３の実施の形態と
同じ構造を有するものについては、同じ符号を付与することによってその説明を省略する
。また、前記第１～第３の実施の形態と同じ動作及び同じ効果についても、その説明を省
略する。なお、本実施の形態における自動取引装置１１の構成については、前記第１の実
施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００６９】
　図８は本発明の第４の実施の形態における自動取引装置の動作を示すフローチャートで
ある。
【００７０】
　まず、顧客が自動取引装置１１の顧客操作部に表示された顧客操作画面を操作して、カ
ード要取引である金融取引が選択され、カードがカード取り扱い部１２のカードスロット
に挿入される。続いて、前記自動取引装置１１は、カード上の磁気ストライプに記録され
た磁気データを読み取って口座を特定することができるか否かを判断する。そして、口座
を特定することができる場合、顧客が顧客操作部を操作し暗証番号を入力して個人認証を
行う。続いて、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融
取引を実行して、処理を正常に終了する。
【００７１】
　また、口座を特定することができない場合、前記自動取引装置１１は、カードのエンボ
ス部に記録された情報としてのエンボスデータを読み取る。そして、前記自動取引装置１
１は、読み取ったエンボスデータから口座を特定することができるか否かを判断して口座
を特定することができない場合、カード上の磁気ストライプに記録された磁気データにエ
ラーがあるとして、カード取り扱い部１２のカードスロットからカードを返却し、処理を
終了する。また、口座を特定することができる場合、顧客が顧客操作部を操作し暗証番号
を入力して個人認証を行う。続いて、前記自動取引装置１１は、カード上の磁気ストライ
プに残データがあるか否か、すなわち、読み取り可能な磁気データが残っているか否かを
判断する。そして、残データがない場合には、口座の特定及び個人認証が行われているの
で、前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融取引を実行
して、処理を正常に終了する。また、残データがある場合、前記自動取引装置１１は、カ
ード上の磁気ストライプの残データとホストデータとを比較して、同じデータがｎビット
以上あるか否か、すなわち、所定値以上であるか否かを判断する。
【００７２】
　そして、ｎビット以上でない場合には、口座の特定及び個人認証が行われているので、
前記自動取引装置１１は、取引処理を行い、顧客によって選択された金融取引を実行して
、処理を正常に終了する。また、ｎビット以上である場合、前記自動取引装置１１は、前
記カードがエンボスデータを読み取ることによって特定した口座に該当するカードである
と判断し、エンボスデータを読み取ることによって特定した口座のホストデータに基づい
て、カード上の磁気ストライプに磁気データの書き込みを行い、前記カード上の磁気スト
ライプに記録された磁気データを再生する。続いて、前記自動取引装置１１は、取引処理
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を行い、顧客によって選択された金融取引を実行して、処理を正常に終了する。
【００７３】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ９１　顧客はカード要取引である金融取引を選択する。
ステップＳ９２　カードを挿入する。
ステップＳ９３　カードの磁気データを読み取って口座を特定することができるか否かを
判断する。カードの磁気データを読み取って口座を特定することができる場合はステップ
Ｓ９４に進み、カードの磁気データを読み取って口座を特定することができない場合はス
テップＳ９５に進む。
ステップＳ９４　暗証番号を入力する。
ステップＳ９５　カードのエンボス部に記録されたエンボスデータを読み取る。
ステップＳ９６　読み取ったエンボスデータから口座を特定することができるか否かを判
断する。口座を特定することができない場合はエラーであるとして処理を終了し、口座を
特定することができる場合はステップＳ９７に進む。
ステップＳ９７　暗証番号を入力する。
ステップＳ９８　カードの磁気ストライプに残データがあるか否かを判断する。カードの
磁気ストライプに残データがある場合はステップＳ９９に進み、カードの磁気ストライプ
に残データがない場合はステップＳ１０１に進む。
ステップＳ９９　同じデータがｎビット以上あるか否かを判断する。同じデータがｎビッ
ト以上ある場合はステップＳ１００に進み、同じデータがｎビット以上ない場合はステッ
プＳ１０１に進む。
ステップＳ１００　エンボスデータから特定した口座のホストデータに基づいて、カード
の磁気データに書き込みを行う。
ステップＳ１０１　取引処理を行い、処理を正常に終了する。
【００７４】
　このように、本実施の形態においては、カード上の磁気ストライプに記録された磁気デ
ータを再生する場合、磁気ストライプの残データとエンボスデータから特定した口座のホ
ストデータとを比較して、同じデータが所定値以上あるときに再生するようになっている
。そのため、特定された口座に該当するカードの磁気データのみが再生されるので、カー
ドが複数作成されることを防止することができ、セキュリティを向上させることができる
。
【００７５】
　なお、カードが電子データを記録するＩＣを備える場合には、エンボスデータに代えて
、ＩＣに記録された電子データを使用することもできる。
【００７６】
  また、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種
々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態におけるカード要取引時の動作を示すフローチャート
である。
【図３】本発明の第１の実施の形態におけるカード不要取引時の動作を示すフローチャー
トである。
【図４】本発明の第２の実施の形態におけるカード要取引時の動作を示す第１のフローチ
ャートである。
【図５】本発明の第２の実施の形態におけるカード要取引時の動作を示す第２のフローチ
ャートである。
【図６】本発明の第２の実施の形態におけるカード不要取引時の動作を示すフローチャー
トである。
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【図７】本発明の第３の実施の形態における自動取引装置の動作を示すフローチャートで
ある。
【図８】本発明の第４の実施の形態における自動取引装置の動作を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００７８】
１１　　自動取引装置
１２　　カード取り扱い部
１３　　通帳記帳部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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